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倉敷市水道局業務委託プロポーザル方式業者選定実施要綱 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は，倉敷市水道局（以下「局」という。）が委託する業務のうち，価格のみ

による競争ではその目的及び内容にふさわしい受託者を選定できないと判断される場合に企

画力，技術力，創造性，専門性，実績等において，最も適した業者（以下「受託候補者」と

いう。）をプロポーザル方式により特定するために必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) プロポーザル方式 業務の実施について，一定の要件を満たす提案者から実施方法，

実施体制等の提案を受け，当該提案の審査及び評価を行い，受託候補者を特定する方式を

いう。 

(２) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち，提案者を公募により募集し，提

案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。 

(３) 指名型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち，あらかじめ複数の提案者を指名

により選定し，当該指名者から提案を受ける方式をいう。 

（対象とする業務） 

第３条 プロポーザル方式により受託候補者を特定する対象の業務は，次に掲げる業務とする。 

(１) 大規模かつ複雑な施工計画の立案，景観を重視した施設設計，高度な計算及び解析を

必要とする調査等，新たな技術を要する業務であって高度な知識と豊かな経験を必要とす

る業務 

(２) システム開発，高度な技術力，企画力及び開発力を求められる業務 

(３) 前例が少なく特殊な実験若しくは診断又は解析を必要とする業務 

(４) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると倉敷市水道事業管理者（

以下「管理者」という。）が認める業務 

（プロポーザル方式実施の審議） 

第４条 プロポーザル方式を実施しようとするときは，プロポーザル方式の採用の適否のほか

必要な事項について審議するため，プロポーザル方式審査委員会（以下「審査委員会」とい
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う。）を設置することができる。 

２ 審査委員会は，倉敷市水道局建設工事及び物品調達業者入札指名委員会規程（昭和５０年

倉敷市水道局管理規程第１５号）に規定する建設工事委員会における局長委員会をもって充

てる。 

３ 審査委員会は，当該業務がプロポーザル方式により受託候補者を特定することが適当であ

ると認めたときは，直ちに次に掲げる事項を審議し，決定するものとする。 

(１) 評価委員会の委員（以下「評価委員」という。）の選定 

(２) 評価委員会の委員長（以下「委員長」という。）の選定 

(３) 実施要領 

(４) 評価基準及び評価方法 

(５) 公募型プロポーザル方式にあっては公募要件の設定，指名型プロポーザル方式にあっ

ては提案者の選定 

(６) その他審査委員会が必要と認める事項 

４ 審査委員会は，業務の内容，重要度及び規模に応じて学識経験者等の職員以外の者を評価

委員として選定することができる。 

５ 審査委員会は，評価委員の中から委員長を選定するものとする。 

６ 審査委員会を設置しない場合は，前３項の事項についての職務権限は倉敷市水道局職務権

限規程（昭和５４年倉敷市水道局管理規程第６号）別表第１の４の項第５号の例による。 

（参加資格要件） 

第５条 プロポーザル方式に参加しようとする者は，次に掲げる資格要件を満たさなければな

らない。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者で

ないこと。 

(２) 倉敷市暴力団排除条例（平成２３年倉敷市条例第４５号）に規定する暴力団若しくは

暴力団員又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しない者であること。 

２ プロポーザル方式へ参加する者が契約締結までの間に，前項の資格要件を満たさなくなっ

た場合は，その時点で失格とする。 

 

第２章 企画提案者の選定手続（公募型プロポーザル方式の場合） 
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（公募型プロポーザル方式の手続開始の公告） 

第６条 公募型プロポーザル方式の手続等については，倉敷市公告式条例（昭和４２年倉敷市

条例第１号）別表に定める掲示場に掲示するほか，局のホームページへ掲載を行うものとす

る。 

２ 公募型プロポーザル方式の手続等の公告は，原則として金曜日（その日が倉敷市の休日を

定める条例（平成元年倉敷市条例第４０号）に規定する市の休日（以下「休日」という。）

に当たるときは，その日後においてその日に最も近い休日でない日）に行うものとする。 

（参加表明書の提出） 

第７条 公募型プロポーザル方式に参加するため，当該業務に係る実施方法，実施体制等の提

案書（以下「企画提案書」という。）の作成に必要な資料の交付を受けようとする者は，プ

ロポーザル参加表明書を管理者に提出しなければならない。 

（企画提案書の作成に必要な資料の交付） 

第８条 管理者は，前条の参加表明書を提出した者に，企画提案書の作成に必要な資料を交付

する。 

（参加申請書の提出） 

第９条 前条の資料の交付を受け，公募型プロポーザル方式に参加しようとする者は，プロポ

ーザル参加申請書（以下「参加申請書」という。）を管理者に提出しなければならない。 

２ 参加申請書を提出する者は，第４条第３項第３号の実施要領（以下「実施要領」という。

）に定める企画提案書を参加申請書に添付して提出しなければならない。 

３ 参加申請書を提出する者は，次に掲げる書類を参加申請書に添付して提出しなければなら

ない。 

(１) 代表者の身分証明書（発行後３か月以内のもの。ただし，個人に限る。） 

(２) 成年後見登記に関する登記されていないことの証明書（発行後３か月以内のもの。た

だし，個人に限る。） 

(３) 代表者の住民票（発行後３か月以内のもの。ただし，個人に限る。） 

(４) 登記事項証明書（発行後３か月以内のもの。ただし，法人に限る。） 

(５) 委任状（代理人を置く場合に限る。） 

(６) 財務諸表（直前決算のもの。法人については貸借対照表及び損益計算書並びに剰余金

処分計算書，個人については収支決算書） 
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（企画提案者の選定） 

第１０条 管理者は，参加申請書を提出した者の中から，実施要領に定めた基準により，提案

を行うもの（以下「企画提案者」という。）を選定する。 

２ 管理者は，企画提案者に指名通知書を送付する。 

（企画提案者として非選定の理由説明） 

第１１条 管理者は，参加申請書を提出した者のうち，企画提案者として選定しなかったもの

に対して，選定しなかった旨及びその理由を非指名通知書により通知する。 

 

第３章 企画提案者の選定手続（指名型プロポーザル方式の場合） 

（企画提案者の指名） 

第１２条 指名型プロポーザル方式による場合は，実施要領に定めた基準により，企画提案者

の指名を行う。 

２ 管理者は，前項の規定により企画提案者を指名したときは，指名通知書，実施要領及び企

画提案書の作成に必要な資料を交付する。 

３ 前項の資料の交付を受け，指名型プロポーザル方式に参加しようとする者は，参加申請書

を提出しなければならない。 

４ 参加申請書を提出する者は，実施要領に定める企画提案書を参加申請書に添付して提出す

るものとする。 

５ 第２項の指名通知書を受け取ってから７日以内（休日を含まない。）に参加申請書を提出

しなかった場合，指名型プロポーザル方式への参加を辞退したものとする。 

 

第４章 企画提案者の特定から契約までの手続（公募型プロポーザル方式／指名型プロポーザ

ル方式共通） 

（評価委員会の設置） 

第１３条 管理者は，プロポーザル方式を実施する業務について，提案の評価を厳正かつ公平

に行うため，業務ごとに評価委員会を設置する。 

（評価委員会の組織） 

第１４条 評価委員会は，５人以上の評価委員により組織する。 

２ 委員長は，評価委員会を代表し，会務を総括する。 
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（会議） 

第１５条 評価委員会の会議は，委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員長は，会議の議長となる。 

３ 評価委員会は，評価委員の３分の２以上の出席がなければ，会議を開くことができない。 

４ 評価委員会の議事は，評価委員会に出席した評価委員の過半数で決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

５ 評価委員会の会議は，非公開とする。 

（意見の聴取等） 

第１６条 評価委員会は，その業務を遂行するため必要があると認めるときは，関係者及び学

識経験者の出席を求め，意見又は説明その他必要な協力を求めることができる。 

（企画提案書の評価） 

第１７条 評価委員会は，提出された企画提案書について，第４条第３項第４号の評価基準に

より評価する。 

２ 評価委員会は，必要がある場合には，企画提案者に対し，ヒアリング及びプレゼンテー

ションを行わせることができる。その場合，ヒアリング及びプレゼンテーションの順番は，

別紙「プレゼンテーション等における発表者の順番の決定方法について」によるものとす

る。 

３ 評価委員会は，企画提案書及びヒアリング並びにプレゼンテーションに基づく各企画提案

者の優劣について，審議しないように努めなければならない。 

４ 評価委員会の評価は，提出された全ての企画提案書の内容について評価項目ごとに数値化

して実施する。 

５ 評価委員会は，各評価委員の採点を集計し，各企画提案書の合計点を算出するものとし，

評価委員はその採点が合計点に適正に反映されていることを確認しなければならない。 

６ 前項の合計点に基づき，各企画提案書の順位を決定するときは，各評価委員の判定に基づ

く採点以外の事由を加えて合計点の修正等を行ってはならない。 

７ 第５項の合計点が同じ企画提案書の順位の決定方法は，別紙「同評価提案者の順位の決定

方法について」によるものとする。 

８ 評価委員会は，前各項の規定により企画提案書の順位を決定したときは，審査委員会に対

し，企画提案者の名称，順位，採点の集計結果，評価委員会の記録その他審査委員会が必要
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とする事項を評価結果として報告しなければならない。ただし，審査委員会が設置されてい

ない場合は，この限りでない。 

（守秘義務） 

第１８条 評価委員は，評価委員会の会議において知り得た情報を公表してはならない。ただ

し，局が公表した情報については，この限りでない。 

２ 前項の規定は，評価委員会の会議に出席した評価委員以外の者についても同様とする。 

（評価委員会の庶務） 

第１９条 評価委員会の庶務は，業務の所管課において行う。 

 （審査委員会による審査） 

第２０条 審査委員会は，第１７条第８項の評価結果の報告があったときは次の事項について

審査するものとする。 

(１) 評価委員の採点及び各評価委員の採点の集計等が適正に行われたこと。 

(２) その他審査委員会が必要と認める事項 

２ 審査委員会は，前項の規定に基づく審査により，評価が適正に行われたことを確認したと

きは，評価委員会が１位として決定した者を受託候補者として特定する。 

３ 審査委員会は，第１項の規定に基づく審査により，評価の過程，集計結果等に疑義がある

と認めたときは，評価委員会に対し是正のために必要な措置を求め，又は新たに評価委員会

を設置し，改めて提案を評価させることができる。 

４ 審査委員会を設置していない場合は，前３項の事項についての職務権限は倉敷市水道局職

務権限規程（昭和５４年倉敷市水道局管理規程第６号）別表第１の４の項第５号の例による。 

（受託候補者の特定） 

第２１条 管理者は，前条第２項の受託候補者として特定した者（以下「特定者」という。）

及び特定しなかった者（以下「非特定者」という。）に特定した旨又は特定しなかった旨及

び評価結果の順位を審査結果通知書により通知するものとする。 

２ 非特定者は，管理者に対し，書面により，特定されなかった理由についての説明を求める

ことができるものとする。 

（特定者の公表） 

第２２条 管理者は，プロポーザル方式の実施結果について，局のホームページに公表するも

のとする。 
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（特定者の失格と次順位者の繰り上げ） 

第２３条 特定者が第５条第２項の規定により失格となった場合には，同項の規定に該当しな

い者のうち第１７条第８項の規定により記録された順位が特定者の次順位のものを特定者と

して手続を行うことができる。この場合において，既に前条の規定による公表をしていると

きは，これを取り消し，改めて公表する。 

（業務仕様の協議） 

第２４条 業務の所管課長は，特定者と発注業務の仕様内容について協議し，その内容を決定

する。 

（契約依頼） 

第２５条 業務の所管課長は，前条の協議により発注業務の仕様内容が決定し，業務の発注が

整った段階で支出負担書（予定）を作成し，水道総務課長に契約依頼を行うものとする。 

２ 前項の契約依頼は，次に掲げる書類により行うものとする。 

(１) 随意契約理由書 

(２) 選定審査票 

(３) 業務仕様書 

(４) その他契約締結に必要な書類 

（契約の締結） 

第２６条 水道総務課長は，前条の契約依頼があった後，倉敷市水道事業の契約に関する規程

（昭和５３年倉敷市水道局管理規程第１号）の規定による手続により，特定者と随意契約に

より契約を締結する。 

（その他） 

第２７条 この要綱の実施に関し必要な事項は，管理者が別に定める。ただし，評価委員会の

運営に関し必要な事項は，委員長が評価委員会に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は，令和２年６月１日から施行する。 


